
運営委員会の役割と活動について 

 

1. 会則における運営委員会の役割等 

第６条（役員の職務）  

３ 運営委員は，運営委員会を組織し，会則及び総会の議決に基づき，会務を執行する。 

第９条（運営委員会） 

６ 運営委員会は，この会則において定めるもののほか，次に掲げる事項を所掌する。 

 （１）総会に付議すべき事項 

 （２）総会の議決した事項の執行に関する事項 

 （３）その他総会の議決を要しない本会の運営に必要な事項に関すること 

第１０条（部会） 

２ 部会設置，部会員の選任，部会の運営に関する事項の決定は，運営委員会が行う。 

 

2. 運営委員会の具体的役割 

（１）本会及び部会の円滑な運営 

・事業計画・予算案（各部会での取組）の作成及び総会への付議 

・各部会の活動体制の決定・見直し（部会員の選任・追加等） 

・部会をまたぐ横断的な連携体制の調整 

・総会や部会の取組等へ新たな提案・情報提供等 

・後援等の承認 

（２）取組・成果の評価及び検証 

・各部会での事業成果や取組結果の内容確認及び総会への付議 

・モニタリング指標や需要の傾向、事業成果等を踏まえた今後の取組等の見直し 

 

３．運営委員会の年度毎の活動 

（１）各部会での前年度の事業成果や取組結果の内容確認 

（２）住まいの需要等の情報収集 

・県民からの相談や問い合わせ等に関する情報を各会員から収集し，年度毎に傾向を確

認する。  

（３）モニタリング指標等の確認 

  ・事業や取組について，モニタリング指標等により，年度毎に傾向を確認する。 

（４）事業計画・予算案の作成 

・部会提案の事業計画案（予算含む）の内容確認し，上記１～３等を踏まえたアドバイ

ス等を行い，事業計画・予算案を調整し総会へ付議する。 

・部会をまたぐ事業の調整（横断的な連携体制の検討） 

（５）部会の活動体制の見直し（部会員の追加，選任など） 

（６）総会や部会への新たな提案や情報提供する事項の確認・調整 

（７）後援等の承認 
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Plan Do Check Action Plan

総
会

部
会

・部会の開催
・事業の実施

４６ ７ ３ ５ ６

・部会の設置決定
・部会運営の決定等

・役員の決定
・事業の決定

令和４年度
事業成果，調査結果等，
モニタリング指標等まとめ

・進捗状況確認
・事業見直しアドバイス
・事業・予算などの
付議事項の決定等

８ ７

Do

３

・事業・予算の決定等

③事業案提案

④事業・予算案付議

②事業改善
アドバイス等

４．各会開催の流れと令和５度からのスケジュール（PDCAサイクル）

総会開催

運営委員会開催

部会開催（随時）

運営委員会開催

①事業結果
等報告

⑤事業・予算決定

総会開催

令和４年度 令和５年度

運
営
委
員
会

現状把握調査・
需要等の情報収集

※必要に応じて
部会から中間報告

※必要に応じて
部会から中間報告

・部会の開催
・事業の実施

部会開催（随時）

現状把握調査・
需要等の情報収集

現状把握調査・
需要等の情報収集

調査結果等まとめ

⑥事業実施


